
第１５回奈良県税制調査会資料 

平成３０年２月２０日（火） 

 午後２時３０分～ 奈良県庁第一応接室 

奈良県総務部税務課 

■平成３０年度税制改正について 

 
   ・地方消費税の清算基準の見直しについて 

   ・森林環境税（仮称）について 

   ・地方税源の偏在是正について 

 



地方消費税の清算基準の見直し 



第一 平成３０年度税制改正の基本的考え方 

  ３ 地域社会を支える地方税財政基盤の構築 

   （１）地方消費税の清算基準の抜本的な見直し 

      地方消費税は、その税負担を最終消費者に求めるものであることから、最終消費地と税収の帰属地を一致させる必要があり、このための仕組みと 

    して、清算制度が設けられている。この清算基準については、平成９年度に導入されて以来２０年が経過したことから、サービス産業化進展など社会 

    経済情勢や統計制度の変化等を踏まえ、社会保障財源として充実が図られている地方消費税の税収を、より適切に最終消費地に帰属させるため、 

    清算基準の抜本的な見直しを行う。 

      具体的には、諸費の実態を踏まえ、清算基準における統計データの利用方法を見直し、統計データとしてそのまま利用することが適当でないものに 

    ついて除外することとし、その結果として統計データがカバーする比率を現行の７５％から５０％に改める。また、統計データのカバー外の消費代替指 

    標については、地方消費税創設当初と比べてサービス統計の調査対象が大きく拡大したこと等を踏まえ、従業者数は用いないこととし、人口の比率を 

    ５０％に高める。 

 地方消費税の清算基準の見直しについて 

    平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋） 

第二 平成３０年度税制改正の具体的内容 

  ３ 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し 

     地方消費税の清算基準について、次の見直しを行う。 

   （１）消費に相当する額のうち、小売年間販売額について、現行の額から、商業統計の「医療用医薬品小売」、「自動販売機による販売」、「百貨店」、「衣 

    料品専門店」、「家電大型専門店」及び「衣料品中心店」による「年間商品販売額」の欄の額を除外する。ただし、「百貨店」、「衣料品専門店」、「家電大 

    型専門店」及び「衣料品中心店」については、「通信・カタログ販売」、「インターネット販売」及び「自動販売機による販売」によるものを除く。 

   （２）消費に相当する額のうち、サービス業対個人事業収入額について、現行の額から、経済センサス活動調査の「建物売買業、土地売買業」（「土地売     

    買業を除く。）、「不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く）」（「土地賃貸業」を除く。）、「不動産管理業」、「火葬・墓地管理業」、「娯楽に附帯するサービス 

    業」、「社会通信教育」及び「医療、福祉」（「社会保険事業団体」を除く。）の欄の額を除外する。 

   （３）消費に相当する額に対して、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額が占めるウエイトを７５％から５０％に、人口が占めるウエイトを 

    １７．５％から５０％に、それぞれ変更する。 

   （注）上記の改正は、平成３０年４月１日以降に行われる地方消費税の清算について適用する。 
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 地方消費税の清算基準の見直しについて 

与党税制調査会資料 
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 地方消費税の清算基準の見直しについて 

与党税制調査会資料 
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 地方消費税の清算基準の見直しについて 
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 教育予算の充実 （地方消費税清算金増の県民への還元） 

 ○ 平成３０年度税制改正では、地方消費税の清算基準の見直しにより、人口比率５０％への大幅な引き上げが実現。 
 ○ その結果、奈良県の平成３０年度予算では、３６．７億円の増収となった。  
   （うち１８．４億円は市町村に交付され、市町村の一般財源の底上げとなる。） 

  
 
 
 
 ○ 市町村立小・中学校の 
   空調整備、老朽化に伴う大規模改修、トイレ改修 等 

⑭県が市町村振興資金の貸付により後押し 
 ・市町村振興資金の拡充分により対応 
    （Ｈ２９予算 ５００百万円→Ｈ３０予算 １，０００百万円） 

市町村の取組 

県の取組 

③私立高校等授業料に対する支援 
  の拡充                                   

                                     （H30予算：235百万円） 

 ・私立高校等の授業料に対する支援について、 
   本県の実情を踏まえ拡充 
 

教育予算の充実という形で、県民に還元 

①全ての県立高校で空調設置を 
   実現        （H30予算：323百万円） 

  
 ・県立高校全校に空調を 
  整備 
 ・【新】育友会等設置分の 
  運転費用を県で負担 

②県立高校の耐震化を速やかに 
  実施         （H30予算：974百万円） 

 
 ・耐震補強をＨ３３年度 
  を目処に完了 
 ・【新】耐震補強が難しい 
  校舎等の改築に着手  ＜空調設置教室での授業の様子＞  ＜耐震化の完了した校舎＞ 

◆安心・安全で質が高い教育環境の充実 
 

④ＩＣＴを活用した教育の推進（生徒用・教員用パソコンの整備、【新】情報セ 
  キュリティの強化、【新】校務支援システムの導入） 
⑤【新】県立高校の配置適正化の推進 
⑥【新】高大連携による次代の教育を担う教員の育成  
⑦【新】県内公立学校へのコミュニティ・スクールの導入促進   
⑧【新】次期学習指導要領に向けた主体的・対話的で深い学びの推進 
⑨【新】定時制高校等と連携した多様な学習ニーズに応じた指導方法の確立 

（H30予算  486百万円） 
 
（H30予算    2百万円） 
（H30予算    1百万円） 
（H30予算    1百万円）
（H30予算    1百万円） 
（H30予算    6百万円） 

◆実学教育の推進 
 

⑩【新】次代を担うスペシャリストの育成（ＤＭＧ森精機との連携協定に基づく 
  工業機器の導入・活用、ＤＭＧ森精機から講師を招聘し実践的な人材を育成） 
⑪離職者対策の推進（ 【新】再就職支援教員を配置、 【新】離職原因に関する 
⑪アンケート調査の実施、キャリアサポートセンターでの相談支援の実施） 

◆教員が子どもと向き合う時間の確保 
 

⑫【新】県内公立中学校に部活動指導員を配置 
⑬【新】教職員の働き方改革の取組を実践研究 

（H30予算 38百万円） 
（H30予算   9百万円） 

＜その他の教育関連新規事業＞ 
Ｈ３１年度以降も引き続き教育環境を充実（トイレの洋式化 など） 

＜問い合わせ先＞ 
   ①、②･･･学校支援課（教育委員会）：山口主幹（内線：５２８１）   ③･･･教育振興課（地域振興部）：中野補佐（内線：２５２１）   ④、⑤、⑥･･･教育振興大綱推進課（教育委員会）：荒木補佐（内線：５２５１）   
   ⑦･･･人権・地域教育課（教育委員会）：細井補佐（内線：５２９２）   ⑧、⑨、⑩、⑪･･･学校教育課（教育委員会）：大石補佐（内線：５２５１）   ⑫･･･保健体育課（教育委員会）：喜多補佐（内線：５３１１） 
   ⑬･･･教職員課（教育委員会）：春木主幹（内線：５２３２）   ⑭市町村振興課（地域振興部）：吉川補佐（内線：２２５４）   地方消費税清算金に関すること･･･税務課（総務部）：岡山補佐（内線：２２３３） 

（H30予算 43百万円） 
 
（H30予算   9百万円） 

Ｈ３０：２，１２６百万円 （H２９：１，５１７百万円） 
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森林環境税（仮称）について 



第一 平成３０年度税制改正の基本的考え方 

４ 森林吸収源対策に係る地方税源の確保 

  森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国 

 民一人一人が恩恵を受けるものである。しかしながら、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確 

 定の森林の所在や担い手の不足等が大きな課題となっている。パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩 

 れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し。森林資源の適切な管理を推進す 

 ることが必要である。 

  このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな制度を創設することとされており、森林関連法令の見 

 直しを行い、平成３１年４月から施行することが予定されている。その見直しを踏まえ、平成３１年度税制改正において、市町村が実施する森林整備等に必 

 要な財源に充てるため、以下を内容とする森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設する。 

  森林環境税（仮称）は国税とし、都市・地方を通じて、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、国民皆で、温室効果ガス吸収源等としての重要な役割 

 を担う森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行う。 

  森林環境税（仮称）は、地方の固有財源として、その全額を、国の一般会計を経ずに、交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込んだ上で、市町村及 

 び都道府県に対して、森林環境譲与税（仮称）として譲与する。森林環境譲与税（仮称）については、法令上使途を定め、市町村が行う間伐や人材育成・担 

 い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないものとする。 

  森林環境税（仮称）については、消費税率１０％の引上げが平成３１年１０月に予定されていることや、東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う 

 防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが平成３５年度まで行われていること等を考慮し、平成３６年度から課税する。税率 

 は、新たな森林管理制度の施行後において追加的に必要となる需要量や国民の負担感等を勘案し、年額１，０００円とする。 

  一方、森林現場における諸課題にはできる限り早期に対応する必要があり、新たな森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税（仮称）の譲与は、平 

 成３１年度から行う。 

  平成３５年度までの間における譲与財源は、後年度における森林環境税（仮称）の税収を先行して充てるという考え方の下、暫定的に交付税及び譲与税 

 配付金特別会計における借入れにより対応する。市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定しつつ、借入金は、後年度の森 

 林環境税（仮称）の税収の一部をもって確実に償還する。 

 森林環境税（仮称）について 

    平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋） 
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 森林環境税（仮称）について 

与党税制調査会資料 
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与党税制調査会資料 

 府県の超過課税の状況（超過課税の期限又は見直し時期） 
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 森林環境税（仮称）について 

与党税制調査会資料 



森林環境税について 

国の森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の 
制度設計イメージ    

■ 奈良県配分額（試算） 

■按分基準 
５０％：私有林人工林面積（森林資源現況調査）×補正率＊ 
２０％：林業就業者数（国勢調査） 
３０％：人口（国勢調査） 
＊補正率･･･林野率８５％以上の団体          １．５ 
         林野率７５％以上８５％未満の団体   １．３ 

森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を 
分担して森林を支える仕組み 

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計  

国 平成３６年度から施行 平成３１年度から施行 

奈良県 

市町村 

森林環境税（仮称） 
1,000円/年 

（賦課徴収は市町村が行う） 

国
税 

県民税 1,500円/年 
（奈良県森林環境税 
    500円/年含む） 

市町村民税 3,000円/年 

個
人
住
民
税
均
等
割 

納税義務者 
約62万人 

森林環境譲与税（仮称） 

奈良県 

市町村 

使途：市町村の支援等 

使途（以下より市町村が選択） 
 
●間伐（境界画定、路網の整備 
       等を含む） 
 
●人材育成・担い手確保 
 
●木材利用促進、普及啓発 等 

賦
課
決
定 

単位：百万円

H31～33
（200億円）

H34～36
（300億円）

H37～40
（400億円）

H41～44
（500億円）

H45～
（600億円）

県総額 406 610 813 1,017 1,220

うち市町村分 325 488 691 895 1,098

うち県分 81 122 122 122 122

(県分割合) (20%) (20%) (15%) (12%) (10%)
注）表中の記載において計数は切捨てされている為、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

森林環境譲与税（仮称）配分予想額
【（）内は譲与額全国総額見込】
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課題 使途の重複 
      （奈良県森林環境税と国森林環境譲与税（仮称）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
  
   
   

県 国

① 施業放置林の整備 間伐、普及啓発、所有者意向調査等 ○ ○
② 里山づくりの推進 里山の整備と活用 ○ ○
③ 森林環境教育の推進 森林体験学習、指導者養成研修等 ○ ○
④ 森林生態系の保全 ナラ枯れ被害対策、獣害対策 ○ ○

⑤ 人材育成・担い手の確保 × ○
⑥ 木材利用の促進 × ○
⑦ 間伐 路網整備 × ○

　使途
奈良県森林環境税使途 

＊林野庁より「ガイドライン」（実施に当たっての考え方）が示される 
    予定。（H30.3末） 



県土の保全、自然環境の保全、水源のかん養等すべての県民が享受している森林の公益的機能の重要性に鑑み、平成１８
年度より導入（期限５年、１８年度～２２年度）、平成２８年度に５年延長（２８年度～３２年度） 

・ 

会計を区分し使途を明確化するため、税収は「奈良県森林環境保全基金」に積み立て、森林環境の保全と森林をすべての県
民で守り育てる意識の醸成に関する事業経費に充当 

・ 

・ 課税方法・・・・「県民税均等割」に上乗せする方法 

・ 税   率・・・・ 個人：年額５００円、 法人：森林環境税課税前の均等割額の５％相当額 
課税の仕組み ・ 
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 奈良県森林環境税について 

（単位：千円） 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

森林環境税税収額 257,030 358,961 361,703 357,269 362,843 359,083 358,503 360,566 362,867 364,754 368,564 368,000 

※18～28年度は決算額、29年度は決算見込額 



生産 

防災 

生物多様性 

レクレーション 

森林の有する「生産・防災・生物多様性・レクレーション」の重
視すべき４つの機能を一元管理する新たな森林環境管理制
度の構築に向け、 
①制度の根幹となる条例の制定 
②制度を担う人材を育成する（仮称）奈良県フォレス  
  ト・アカデミーの設置 
③制度を推進する新たな森林管理組織の設置 
に取り組んでいる。 
※三重県、和歌山県とも連携し検討を進めている。 

新しい森林環境管理制度の構築について 

１．奈良県が目指す新たな森林環境管理制度 

奈良県では、スイスを参考として、森林の有する本来の機能である「生産・防災・生物多様性・レクレーション」を一元的に管理する「奈良らしい新たな森林環境
管理制度」を構築し、地域に応じた森林の４つの機能が適切に発揮される森林づくりを目指している。 

重視すべき 
森林の４機能 所管省庁 

林野庁 

林野庁 

国土交通省 

環境省 

観光庁 

森林林業基本法 

森林法（保安林） 

自然公園法（保護） 

自然環境保全法 

奈良県の取組 

条例：制度の根幹となる（仮称）奈良県森林環境管理条例の     

     制定を検討 

     【条例の骨子】  

     ①重視すべき機能（生産・防災・生物多様性・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ） 

      の一元管理  

     ②森林所有者の森林環境管理に対する責務の明確化 

     ③森林環境を重視した地域毎の森林環境管理計画制度  

           の創設 

     ④（仮称）紀伊半島フォレスターの育成、配置、権限付与 

組織：県と市町村が連携した新たな森林管理組織の設置 

        →地域に密着した（仮称）紀伊半島フォレスターを配置 

人材：（仮称）奈良県フォレスト・アカデミーの設置 

       実学と応用を重視した教育を実施し、森林の環境管理に 

          関する知識を有する（仮称）紀伊半島フォレスター等を養  

          成 

新
た
な
森
林
環
境
管
理
制
度
で
一
元
管
理 

観光立国推進基本法 

エコツーリズム推進法 

生物多様性基本法 

森林法 

林業労働力確保法 

砂防法 

急傾斜地法 

文化庁 文化財保護法 

他 

他 

他 

農林水産省 農山漁村余暇法 

国の現状 

地すべり等防止法（農水省共管） 

他 

鳥獣保護法 

関係法令（例示） 

環境省 自然公園法（利用） 
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地方税源の偏在是正について 



第一 平成３０年度税制改正の基本的考え方 

 

３ 地域社会を支える地方税財政基盤の構築 

 （３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築 

    少子高齢化が加速する中、地域の実情に応じたきめ細かな行政サービスを地方公共団体が安定的に提供していく 

   ための基盤として、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することはますます重要性を増している。こうし 

   た観点から、消費税率引上げに併せ、法人住民税法人税割の地方交付税原資化を段階的に進めるなど、地方税源 

   の偏在是正に取り組んできたところである。 

    近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力格差は再び増大する傾向 

   にある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額が拡大し、その基金残高も大きく増加している。一方、交 

   付団体においては、臨時財政対策債の残高が累増するなど、厳しい財政運営が続いている状況にある。 

    地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊かな地方公共団体のみが発展するのではなく、 

   都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方においていきいきとした生活が営まれることは、 

   都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税体系 

   の構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要である。 

    こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税率 

   １０％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成３１年 

   度税制改正において結論を得る。 

 地方税源の偏在是正について 

    平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋） 
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 地方税源の偏在是正について 

与党税制調査会資料 
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 地方税源の偏在是正について 

与党税制調査会資料 
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 地方税源の偏在是正について 

与党税制調査会資料 



× ＝ 
税率 

２３．４％ 法人税額 

法人税割 

均 等 割 

× 

９．７％ × 

３．２％ 県 

市 

所 得 割 

所 得 割 

外形標準課
税 

付加価値割 

資  本  割 

９．６％ × 

収 入 割 

０．５兆円 

１．５兆円 

０．５兆円 

 
１．６兆円 

１．３兆円 

０．７兆円 

２．２兆円 

０．４兆円 

※ 税収はH29収入見込額。なお、端数処理の関係で、計が一致しない場合がある。 
※ 地方法人税、法人住民税（県・市）の（ ）内の税率は、平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用。 

法人税 
（国） 

法人住民税 
（県・市） 

法人事業税 
（県） 

６．１兆円 
（２．０兆円） 

２．６兆円 

１２．４兆円 

※（ ）内は地方法人特別税（内数） 

０．６兆円 

×  ３．６％ 

× １．２％ 

× ０．５％ 

１．３％ × 

【資本金１億円超の普通法人】 

【資本金１億円以下の普通法人・公益法人等】 

付加価値額 
（収益配分額＋単年度損益） 

資本金等の額 

収入金額 

法人税額 

法人税額 

【電気供給業・ガス供給業・保険業を営む法人】 

※ 税収の33.1％は地方交付税の原資 

地方法人税 
（国） 

法人税額 × 
 

４．４％ 
※ 税収の全額が地方交付税の原資 
  法人住民税法人税割の一部を国税化したもの 

所得 

所得 

所得 

（㉚～ ２３．２％） 

（㉛～ １０．３％） 

（㉛～ ６．０％） 

（㉛～ １．０％） 

 法人課税の概要 
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 消費税率８％及び10％段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、
法人住民税法人税割の税率引下げに併せて、地方法人税（国税）の創設及び税率引上げを行い、その税収
全額を地方交付税原資化 

 ・課税標準：基準法人税額 
 ・税率：4.4％ 
 ・賦課徴収：国（税務署） 

（地
方
税
） 

法
人
住
民
税
法
人
税
割 

（改正前） （26年度改正） 

（地
方
税
） 

法
人
住
民
税
法
人
税
割 

 
 

（国
税
） 

地
方
法
人
税 地

方
交
付
税 

地
方
団
体
の
財
源 

 

（地
方
税
） 

法
人
住
民
税
法
人
税
割 

（28年度改正） 

 
 

（国
税
） 

地
方
法
人
税 

  ＜税率引上げ＞ 
  4.4％→10.3％ 
     （＋5.9％） 

H26.10.1～ H31.10.1～ 

＜税率引下げ＞ 
 ・都道府県分：   
          5.0％→3.2％（▲1.8％） 
 ・市町村分：  
    12.3％→9.7％（▲2.6％） 

             計▲4.4％ 

＜税率引下げ＞ 
 ・都道府県分：   
     3.2％→1.0％（▲2.2％） 
 ・市町村分：  
     9.7％→6.0％（▲3.7％） 

             計▲5.9％ 

 法人住民税法人税割の交付税原資化の概要 
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 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として 地域間の
税源偏在を是正するための制度として導入 
 
 
 
 
 
 

 平成28年度改正 地方法人特別税を廃止し、法人事業税に復元 
                                         ※平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用 

法
人
事
業
税 

 ※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用 

2.6兆円 
（地方消費税１％相当） 

3.2兆円 

制度創設時 

制度創設時 

法
人
事
業
税 

（国
税
） 

地
方
法
人
特
別
税 

地方法人特別税等に関する暫定措置法（抄） 

 第一条 この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税（地

方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。）の税率の引下げを行う

とともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を

定めるものとする。  

（改正前） （20年度改正） 

法
人
事
業
税 

（28年度改正） 

H20.10.1～ 

法
人
事
業
税 

（国
税
） 

特
別
税 

地
方
法
人 

（26年度改正） 

H26.10.1～ 

1/3 縮小 廃止 

 平成26年度改正 地方法人特別税の規模を１／３縮小し、法人事業税に復元 
                                         ※平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用 

譲与税として、 
人口及び従業者数 
によりその全額を 
都道府県に譲与 

H31.10.1～ 

 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の改正経緯 
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 平成２８年度 地方法人特別税・譲与税による影響額実績 


